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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、
　前記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5また
はＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、
　前記ベース基板と前記薄膜層との間、および前記導波基板と前記薄膜層との間の少なく
とも一方が直接接合によって接合されている、光学素子。
【請求項２】
　前記薄膜層は、直接接合によって接合される面に、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5の何れかを
主成分とする膜が形成されている、請求項１に記載の光学素子。
【請求項３】
　ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、
　前記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5また
はＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、
　前記薄膜層の厚みが５０ｎｍ以上である、光学素子。
【請求項４】
　ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、
　前記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5また
はＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、
　前記薄膜層は、金属層を有する多層膜であり、
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　前記金属層は、前記導波基板側の表面には形成されておらず、
　前記導波基板は、前記薄膜層と接合されている、光学素子。
【請求項５】
　前記金属層は、前記薄膜層の前記ベース基板側の表面に形成されている、請求項４に記
載の光学素子。
【請求項６】
　前記金属層の前記導波基板側の面と、前記導波基板の前記金属層側の面とが、５０ｎｍ
以上離れている、請求項４に記載の光学素子。
【請求項７】
　前記金属層と光入射端表面との距離は、１μｍを超えている、請求項４に記載の光学素
子。
【請求項８】
　ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、
　前記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5また
はＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、
　前記導波基板が、波長λの光に対して透明な結晶であり、波長λの光に対する屈折率が
ｎ1である材料からなり、
　前記ベース基板が、前記波長λの光に対する屈折率がｎ2である材料からなり、
　前記薄膜層は、前記波長λの光に対する屈折率がｎ3である材料からなり、
　ｎ1＞ｎ3，ｎ2＞ｎ3の場合は、前記薄膜層の厚みＴが、
　Ｔ≠（ｋ×λ）／（２×ｎ3）であり、
　ｎ1＞ｎ3＞ｎ2の場合は、
　Ｔ≠（（２ｋ－１）×λ）／（４×ｎ3）となる、光学素子。
　ただし、ｎ3≠ｎ1≠ｎ2であり、ｋは自然数である。
【請求項９】
　前記波長λは、３８０ｎｍ、４１０ｎｍ、４４１．６ｎｍ、４８８ｎｍ、５３２ｎｍ、
６３２．８ｎｍのいずれかである、請求項８に記載の光学素子。
【請求項１０】
　ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、
　前記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5また
はＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、
　前記導波基板は、透明な結晶であり、
　前記薄膜層は、屈折率の異なる複数の誘電体材料からなる多層膜構造であって、
　前記所定の波長の光が、前記導波基板に対して垂直に入射した場合に、各層での反射光
の位相差がお互いに打ち消し合うことのない、光学素子。
【請求項１１】
　前記透明な結晶は、３８０ｎｍ、４１０ｎｍ、４４１．６ｎｍ、４８８ｎｍ、５３２ｎ
ｍ、６３２．８ｎｍのいずれかの波長の光に対して、光透過性を有する、請求項１０に記
載の光学素子。
【請求項１２】
　前記導波基板は、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3（０≦ｘ≦１）からなる、請求項１～１１の
いずれか１項に記載の光学素子。
【請求項１３】
　前記導波基板に光導波路が形成されている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の光
学素子。
【請求項１４】
　前記薄膜層は、１００℃以上の温度雰囲気中で前記ベース基板または前記導波基板上に
成膜された膜である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の光学素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、接合基板において形成される光学素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
二枚の基板を接合して形成された光学素子では、一方の基板を薄板化してからリッジ加工
することで、リッジ光導波路を形成することができる。この基板を接合する場合に、接着
剤等を用いずに、基板どうしを強固に接合する技術として、直接接合技術が知られている
。直接接合を用いることで、ガラス、半導体、強誘電体、圧電セラミックスなど様々な材
料を高精度に接合することができ、光学素子への応用が期待されている。これまでに、誘
電体基板、半導体基板、ガラス基板等の直接接合基板における光学素子の一例として光導
波路型素子が提案されている。例えば、強誘電体結晶基板であるニオブ酸リチウムやタン
タル酸リチウムを、同種基板あるいはガラス基板と直接接合し光導波路を形成する方法が
開示されている（例えば、特許文献１および特許文献２参照）。
【０００３】
また、二枚の基板間に薄膜を介して、それらを接合して形成した光学素子に関してもいく
つかの提案がされている。二枚の基板を用いて、片方を導波層とした光学素子では、導波
層になる基板の方が、屈折率が高くなくてはいけない。そこで、導波層よりも屈折率の低
い薄膜を基板間に配置することで、基板の屈折率に関係なく光を導波することができる。
例えば上述の特許文献１や特許文献２では、薄膜材料として、ＳｉＯ2やＳｉＮを用いる
ことが示されている。また、薄膜材料として低融点ガラスを用いることも開示されている
（例えば、特許文献３参照）。また、薄膜材料として金属酸化物などを用いることも開示
されている（例えば、特許文献４参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特許第２５７４５９４号公報
【０００５】
【特許文献２】
特開平０６－２２２２２９号公報
【０００６】
【特許文献３】
特許第２５７４６０６号公報
【０００７】
【特許文献４】
特開平０６－２８９３４７号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述のように、薄膜層を設けずに、屈折率の等しい同種基板で構成された光学素
子は、光導波路として用いることができなかった。また、例えばニオブ酸リチウム基板と
Ｍｇドープニオブ酸リチウム基板を直接接合する場合のように、屈折率の異なる２種の基
板を直接接合した場合においても、屈折率の小さい方の基板に光導波路を形成することは
不可能であった。
【０００９】
薄膜を両基板の間に設けることで、上述の問題を解決することができる。しかし、薄膜を
両基板の間に設けることは困難であった。特許文献１や特許文献２に示されているように
、薄膜として、例えば、ＳｉＯ2を用いた場合には、薄膜層の表面粗さ制御が難しく、ス
パッタ膜や蒸着膜による薄膜では膜表面粗さが大きくなる。このような表面粗さでは、直
接接合には不適当である。例えばＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ：化学気相蒸着）装置などを用いて薄膜を形成することで、表面粗さを小さくで
きるが、ＣＶＤは高価で大がかりな装置であるという問題があった。また、薄膜の形成条
件などにより薄膜と基板との密着性や接合強度が不均一な分布を持ち、接合された基板を
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機械加工する場合に、それに対する強度が十分得られない。
【００１０】
ほかに、特許文献３で示しているように、低融点ガラスを薄膜層として用いる場合には、
例えばペースト状の溶融ガラス材を基板に塗布し、接合を行う基板を密着させてから焼成
するといった手法を取るため、膜厚の均一性制御が難しかった。さらに、特許文献４に記
載された技術では、薄膜に用いる金属酸化物材料が具体的に特定されておらず、実用性に
乏しかった。
【００１１】
また、直接接合基板において光導波路を形成する際の光導波路高さ制御および光導波路高
さ均一性制御には、直接接合された基板のうち光導波路を形成する基板の厚みおよび均一
性を測定することが重要である。しかし、一般には、上記の光導波路の、形成基板に対し
ての厚み均一性測定を光学的に行うことが難しく、直接接合基板全体の厚み測定に依って
いたため、光導波路の厚み均一性が悪いという課題があった。
【００１２】
　本発明は、容易に作製することができる上、用いる基板の選択性が高い、基板を接合さ
せた構成の光学素子を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の光学素子の第１の構成は、ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、前記薄膜
層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5

を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、前記ベース基板と前記薄膜層との間
、および前記導波基板と前記薄膜層との間の少なくとも一方が直接接合によって接合され
ている。それにより、精度の高い接合がなされている。
　また、本発明の光学素子の第２の構成は、ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、前
記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5またはＮ
ｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、前記薄膜層の厚みが５０ｎｍ
以上である。それにより、導波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
　また、本発明の光学素子の第３の構成は、ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、前
記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5またはＮ
ｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、前記薄膜層は、金属層を有す
る多層膜であり、前記金属層は、前記導波基板側の表面には形成されておらず、前記導波
基板は、前記薄膜層と接合されている。それにより、干渉縞観測による導波基板の厚み均
一性の測定を容易に行なうことができる。なお、干渉縞観測とは、反射光の干渉状態を観
測することで、基板の厚み均一性を調べる方法である。
　また、本発明の光学素子の第４の構成は、ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、前
記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5またはＮ
ｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、前記導波基板が、波長λの光
に対して透明な結晶であり、波長λの光に対する屈折率がｎ1である材料からなり、前記
ベース基板が、前記波長λの光に対する屈折率がｎ2である材料からなり、前記薄膜層は
、前記波長λの光に対する屈折率がｎ3である材料からなり、
　ｎ1＞ｎ3，ｎ2＞ｎ3の場合は、前記薄膜層の厚みＴが、
　Ｔ≠（ｋ×λ）／（２×ｎ3）であり、
　ｎ1＞ｎ3＞ｎ2の場合は、
　Ｔ≠（（２ｋ－１）×λ）／（４×ｎ3）となる。ただし、ｎ3≠ｎ1≠ｎ2であり、ｋは
自然数である。それにより、干渉縞観測を用いて、導波基板の厚みの均一性を測定するこ
とができる。
　また、本発明の光学素子の第５の構成は、ベース基板と導波基板と薄膜層とを備え、前
記薄膜層は、前記ベース基板と前記導波基板との間に設けられていて、Ｔａ2Ｏ5またはＮ
ｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む単層または多層構造であり、前記導波基板は、透明な結晶
であり、前記薄膜層は、屈折率の異なる複数の誘電体材料からなる多層膜構造であって、
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前記所定の波長の光が、前記導波基板に対して垂直に入射した場合に、各層での反射光の
位相差がお互いに打ち消し合うことがない。それにより、干渉縞観測を用いて、導波基板
の厚みの均一性を測定することができる。なお、前記透明な結晶とは、所定の範囲の波長
の光に対して、光透過性を有するものであればよい。
【００１４】
また、本発明の他の光学素子は、導波基板とベース基板とを備え、前記導波基板と前記ベ
ース基板とが接合されていて、前記導波基板と前記ベース基板との接合面において、一部
に、接合していない非接合領域を備えている。
【００１５】
また、本発明の光学素子の製造方法は、導波基板およびベース基板の少なくとも一方の主
面に非接合領域となる凹部を形成し、前記非接合領域を、前記導波基板と前記ベース基板
とに挟まれるように、前記前記導波基板と前記ベース基板どうしを接合する。
【００１６】
また、本発明の他の光学素子の製造方法は、ベース基板を厚さ方向に凹状加工することに
より、等間隔で配置された複数の溝を形成し、前記ベース基板に、他の前記ベース基板を
、それぞれの前記溝が向き合い、かつそれぞれの前記溝が直交するようにして接合し、前
記基板を、前記溝が露出するまで研磨することにより、積層ベース基板を形成する積層工
程を行い、前記積層ベース基板に対し、前記積層工程を繰り返す。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の光学素子によれば、厚さ制御の精度が高く、表面粗さも小さい薄膜が形成され得
る。また、ベース基板と導波基板の屈折率によらず、光の導波特性を良好にすることがで
きる。
【００１９】
また、好ましくは、前記導波基板は、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3（０≦ｘ≦１）からなる。
それにより、導波光の帯域において透過率が高い。また、非線形光学効果を有しているの
で、波長変換素子等に使用することができる。
【００２０】
また、好ましくは、前記導波基板に光導波路が形成されている。それにより、光導波路型
の光学素子とすることができる。
【００２２】
また、好ましくは、前記薄膜層は、直接接合によって接合される面に、Ｔａ2Ｏ5またはＮ
ｂ2Ｏ5の何れかを主成分とする膜が形成されている。それにより、接合面の表面粗さが少
なく、直接接合も可能である。
【００２３】
また、好ましくは、前記薄膜層は、１００℃以上の温度雰囲気中で前記ベース基板または
前記導波基板上に成膜された膜である。それにより、導波基板と薄膜層の密着性が強固に
なる。
【００２５】
また、好ましくは、前記金属層は、前記薄膜層の前記ベース基板側の表面に形成されてい
る。それにより、干渉縞観測による導波基板の厚み均一性の測定を容易に行なうことがで
き、薄膜層が２層であった場合には、特に容易に測定することができる。
【００２６】
また、好ましくは、前記金属層の前記導波基板側の面と、前記導波基板の前記金属層側の
面とが、５０ｎｍ以上離れている。それにより、導波ロスがなく、高い導波特性を得るこ
とができる。
【００２７】
また、好ましくは、前記金属層と光入射端表面との距離は、１μｍを超えている。それに
より、導波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
【００２９】
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また、前記波長λは、３８０ｎｍ、４１０ｎｍ、４４１．６ｎｍ、４８８ｎｍ、５３２ｎ
ｍ、６３２．８ｎｍのいずれかを用いればよい。
【００３１】
また、前記透明な結晶は、３８０ｎｍ、４１０ｎｍ、４４１．６ｎｍ、４８８ｎｍ、５３
２ｎｍ、６３２．８ｎｍのいずれかの波長の光に対して、光透過性を有すればよい。
【００３２】
また、本発明の他の光学素子によれば、薄膜層を備えることなく、導波基板およびベース
基板の屈折率によらず、光の導波特性を良好にすることができる。
【００３３】
また、好ましくは、前記導波基板と前記ベース基板とは、直接接合によって接合されてい
る。それにより、精度の高い接合がなされている。
【００３４】
また、好ましくは、前記導波基板と前記ベース基板との屈折率は略等しい。それにより、
導波基板およびベース基板の接合において、精度の高い接合ができる。特に、直接接合に
おいて精度の高い接合ができる。
【００３５】
また、前記導波基板と前記ベース基板とは、間に薄膜層を介して接合されていてもよい。
【００３６】
また、好ましくは、前記導波基板と前記薄膜層との間、および前記ベース基板と前記薄膜
層との間の少なくとも一方は、直接接合により接合されている。それにより、精度の高い
接合が可能である。
【００３７】
また、好ましくは、前記導波基板には、光導波路が形成され、前記非接合領域の幅は、前
記光導波路の鉛直方向への投影面の幅以上であり、前記投影面は、前記間隙内にある。そ
れにより、導波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
【００３８】
また、前記光導波路はリッジ光導波路としてもよい。
【００３９】
また、前記非接合領域は、前記導波基板および前記ベース基板の少なくとも一つを、厚み
方向に、凹状に加工することにより形成してもよい。
【００４０】
また、好ましくは、前記非接合領域の厚みは、０．０１μｍ以上である。それにより、導
波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
【００４１】
また、好ましくは、前記非接合領域に、前記導波基板よりも屈折率の小さい充填材料が形
成されている。それにより、導波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
【００４２】
また、好ましくは、前記充填材料は、紫外線硬化樹脂である。それにより、作製が容易で
あり、導波ロスがなく、高い導波特性を得ることができる。
【００４３】
また、前記充填材料が、誘電体材料としてもよい。
【００４４】
また、前記充填材料は、前記導波基板に接して、前記光導波路の鉛直方向への投影面には
少なくとも形成されていればよい。
【００４５】
また、好ましくは、前記非接合領域は複数設けられていて、前記非接合領域は、等間隔に
形成されている。それにより、接合面での強度が高い。
【００４６】
また、本発明の光学素子の製造方法によれば、導波基板とベース基板の屈折率によらず、
導波特性の良好な光学素子を作製することができる。
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【００４７】
また、好ましくは、前記導波基板と前記ベース基板のいずれか一方の主面を基板厚み方向
に凹状加工することで、前記凹部を形成する。それにより、薄膜を用いずに、導波基板と
ベース基板の屈折率によらず、導波特性の良好な光学素子を作製することができる。
【００４８】
また、前記導波基板と前記ベース基板のいずれか一方の主面に、薄膜を形成し、当該薄膜
を厚み方向に凹状加工することで、前記凹部を形成してもよい。
【００４９】
また、好ましくは、前記凹状加工を施した面に薄膜を形成し、前記薄膜を形成した面をＣ
ＭＰ加工して平坦化し、前記非接合領域が、前記導波基板と前記ベース基板とに挟まれる
ように、前記前記導波基板と前記ベース基板の主面どうしを直接接合する。それにより、
薄膜と導波基板が接する光学素子を作製することができる。そのため、導波基板とベース
基板の屈折率によらず、導波特性の良好な光学素子を作製することができる。
【００５０】
また、好ましくは、前記ベース基板に前記凹部を形成し、前記導波基板の主面に薄膜を形
成し、前記薄膜が、前記非接合領域内に形成されるように、前記前記導波基板と前記ベー
ス基板どうしを接合する。それにより、薄膜層を研磨する必要がなく、工程数を減らすこ
とができる。
【００５１】
また、好ましくは、前記導波基板と前記ベース基板どうしを接合後に、前記導波基板と前
記ベース基板との間に、前記凹部により形成されている間隙に、前記導波基板よりも屈折
率の小さい充填材料を充填する。それにより、樹脂と導波基板が接する光学素子を作製す
ることができる。そのため、導波基板とベース基板の屈折率によらず、導波特性の良好な
光学素子を作製することができる。
【００５２】
また、好ましくは、前記導波基板と前記ベース基板どうしの接合は、直接接合である。そ
れにより、接合精度の高い光学素子を作製することができる。
【００５３】
また、本発明の他の光学素子の製造方法によれば、フォトニック結晶を容易に作製するこ
とができる。
【００５４】
以下、本発明のさらに具体的な実施形態について説明する。ここでは、光学素子として光
導波路型素子を例にとり、光導波路を形成する導波基板の材料として、強誘電体結晶であ
るＭｇＯドープＬｉＮｂＯ3結晶（以下ＭｇＯ：ＬＮ結晶と略す）を用い、光学素子の基
板となるベース基板に、ＬｉＮｂＯ3結晶（以下ＬＮ結晶と略す）を用いた場合を例に説
明するが、本発明は本構成に限定されるものではない。
【００５５】
（実施の形態１）
直接接合技術は接着剤等を用いずに基板を強固に接合する技術として知られ、ガラス、半
導体、強誘電体、圧電セラミックスなど様々な材料を高精度に接合することができる。直
接接合基板は、例えば接合基板（接合された二枚一組の基板）の一方を薄板化した後リッ
ジ加工して光導波路として利用することができるため、光学素子作製の有効な手段の一つ
として注目されている。これまでに、ＬＮ結晶、ＬｉＴａＯ3結晶（以下ＬＴ結晶と略す
）、ＭｇＯ：ＬＮ結晶、サファイアなどの各種酸化物基板において同種基板間および異種
基板間での直接接合が行われている。また、これらの基板の間に薄膜を介して直接接合し
た例も示されており、薄膜材料としてＳｉＯ2やＳｉＮ、低融点ガラス、金属酸化物など
を用いている。
【００５６】
実施の形態１の光学素子は、例えば、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3（０≦ｘ≦１）からなる強
誘電体結晶と他の基板との間に薄膜層を介して接合された構成の光学素子である。薄膜層
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として、特にＴａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜を含む薄膜層を用いている。なお
、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とするとは、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を８０％以上含
有していればよい。また、９０％以上含有していれば、望ましい。
【００５７】
これにより、薄膜層を高精度に膜厚制御することができる。したがって、例えば、ＬｉＮ
ｂxＴａ(1-x)Ｏ3結晶の一種であるＭｇＯ：ＬＮ結晶基板とＬＮ結晶基板とが接合されて
いて、耐光損傷性に優れたＭｇＯ：ＬＮを光導波路とする光学素子が容易に作製できる。
なお、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3からなる強誘電体結晶は、光学的非線形を有する強誘電体
結晶であり、これを用いて、光学素子を構成することで、非線形光学効果を利用する光変
調器や波長変換素子を実現できる。
【００５８】
薄膜層に、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5主成分とする膜を用いた効果を、本発明者らは、実測
によって確認しているので、以下に示す。まず、薄膜層の熱膨張係数が、ＬｉＮｂxＴａ(

1-x)Ｏ3結晶基板の熱膨張係数と近いため、高温処理しても膜と基板との剥がれが生じな
い。また、比較的簡便な成膜方法であるＲＦスパッタによる成膜においても平坦度の高い
成膜が可能である。また、親水性処理を含む直接接合プロセスおよびその後の光学素子作
製プロセスにおいて、耐薬品性に優れ、処理中の膜の劣化が少ない。また、膜の強度、Ｌ
ｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3結晶基板との密着性に優れ、強度の高い直接接合が可能である。
【００５９】
金属酸化物の中でも特にＴａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5が、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3からなる強
誘電体結晶直接接合の薄膜層としては、特に適した材料である。また、Ｔａ2Ｏ5膜はＮｂ

2Ｏ5膜に比べて屈折率が低く、ＬｉＮｂｘＴａ(1-x)Ｏ3結晶基板よりも低い屈折率を有す
る。そのため、Ｔａ2Ｏ5膜は、特にＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3結晶基板を用いた光導波路型
素子を作製するのに適している。
【００６０】
直接接合技術の有益な用途の一つは、性質の異なる基板どうしを精度良くかつ強固に接合
し、様々な特性を持つデバイスを実現することであり、異種基板間の直接接合はその有用
性が大きい。強誘電体結晶を用いた異種基板直接接合の最も簡単な例として、例えば、ガ
ラスとＬＮ結晶やガラスとＬＴ結晶といった異種基板の直接接合が考えられる。しかし、
一般的な直接接合の方法として数１００℃から１０００℃程度の熱処理を行うため、接合
基板の熱膨張係数をほぼ等しくすることが求められる。したがって例えば上記構成（ガラ
スとＬＮ結晶との直接接合やガラスとＬＴ結晶との直接接合）よりも、ＬＮ結晶とＭｇＯ
：ＬＮ結晶といった熱膨張率がほぼ同等で屈折率の異なる材料を用いる方法が容易である
と考えられる。
【００６１】
これまでにＬＮ結晶とＭｇＯ：ＬＮ結晶の直接接合は提案されており、これを用いた光導
波路型の光学素子も示されている。この場合にはＬＮ結晶の屈折率がＭｇＯ：ＬＮ結晶の
屈折率よりも大きいため、ＬＮ結晶を光導波路として用いている。ＬＮ結晶とＭｇＯ：Ｌ
Ｎ結晶は両方とも光学的非線形を有する強誘電体結晶であり、非線形光学定数はほぼ同等
である。またＭｇＯ：ＬＮ結晶に比べＬＮ結晶は安価であるため、非線形光学効果を利用
する光変調器や長波長の波長変換を行う場合にはＬＮ結晶光導波路が多く用いられている
。しかし、例えば波長５００ｎｍ以下の短波長へ波長変換を行う光導波路型波長変換素子
においては、光照射に伴う不均一な局所的屈折率変化（一般に光損傷と称される現象）が
発生するため、ＬＮ結晶光導波路を用いることが困難であった。
【００６２】
一方、ＭｇＯ：ＬＮ結晶は耐光損傷性に優れた材料として知られており、特に短波長の波
長変換素子材料として有望視されている。したがって、このような場合には、ＭｇＯ：Ｌ
Ｎ結晶を光導波路として用いたほうがよい。
【００６３】
このように、直接接合基板の機能的側面あるいはコスト面を考慮して、それぞれの基板の
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屈折率に関わらず、光学素子として実現できる方法が求められていた。
【００６４】
これまで直接接合を用いた光学素子に関して、ＳｉＯ2、ＳｉＮ、低融点ガラスなどの中
間層（薄膜層）を、基板どうしの間に配置することが提案されている。例えば、上述の特
許文献４では、光導波路を形成する基板材料の屈折率よりも低屈折率な材料からなる中間
層を介した直接接合デバイスおよびその作製方法が示されている。これにより、ＬＮ結晶
よりも低屈折率であるＭｇＯ：ＬＮ結晶を光導波路として用いることが可能になる。しか
し、例えば低融点ガラスを用いる場合には中間層形成と直接接合の手法として、例えばシ
ンナーなどに溶融したガラス材料を接合する基板に塗布した後、接合する基板を密着させ
加圧しながら焼成するといった方法が採られる。そのため、低融点ガラスの厚み均一性制
御が困難であるという課題があった。また、蒸着やスパッタリングなどの簡便な方法によ
り形成したＳｉＯ2膜やＳｉＮ膜は表面平坦度が悪いため直接接合できないという課題が
あった。
【００６５】
そこで本発明者らは、直接接合の中間に形成する層として、均一な膜厚制御が可能な誘電
体薄膜に注目し、特性検討を行った。その結果、例えば、Ｔａ2Ｏ5およびＮｂ2Ｏ5を主成
分とする誘電体膜等を用いることができることを見出した。
【００６６】
以下に、本発明の実施の形態１に係る光学素子について、図を用いて説明する。図１は、
実施の形態１の光学素子の構造を示す斜視図である。図１に示すように、本実施の形態１
の光学素子は、ベース基板２と導波基板１とが、薄膜層４を介して、積層されている構成
である。
【００６７】
例えば、導波基板１にはＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板を用いている。また、ベース基
板２にはＸカットのＬＮ結晶基板を用いている。また、導波基板１には、リッジ加工がさ
れており、リッジ型の光導波路３が形成されている。薄膜層４は、Ｔａ2Ｏ5を主成分とす
る誘電体単層膜とする。
【００６８】
実施の形態１の光学素子を製造する方法について説明する。まず、導波基板１またはベー
ス基板２のいずれかの一方の主面に薄膜層４を形成する。薄膜層４の形成方法としては、
例えば、ＲＦスパッタを用いればよく、薄膜層４であるＴａ2Ｏ5薄膜を１００ｎｍから４
００ｎｍの膜厚で、例えば、ＭｇＯ：ＬＮ結晶である導波基板１に成膜させる。このとき
、スパッタ条件によりＴａ2Ｏ5を主成分とする薄膜層４の屈折率は変動する。実測では、
波長６２３．８ｎｍの光に対して２．０５から２．１０の範囲で屈折率が変動した。同じ
波長の光に対する導波基板１であるＭｇＯ：ＬＮ結晶の屈折率は２．１７程度であるので
、実施の形態１の光学素子が完成した場合には、光導波路３に波長６２３．８ｎｍの光を
閉じ込めて導波させることが可能である。
【００６９】
導波基板１に薄膜層４を形成した後、直接接合面となる薄膜層４の表面とＬＮ結晶である
ベース基板２の表面とを親水性処理する。具体的には、導波基板１に形成されている薄膜
層４とベース基板２とにアセトン超音波洗浄を施した後に、アンモニア水：過酸化水素水
：純水＝１：１：６の混合溶液（以下、アンモニア過水とする）に１５分以上浸し、純水
でリンスした後乾燥処理を行う。なお、アンモニア水は一般的な濃度である２０％～４０
％のものを用いればよい。望ましくは、アンモニア水の濃度が３０％であればよい。
【００７０】
その後、導波基板１とベース基板２のそれぞれの結晶軸方向を合わせた状態で、薄膜層４
の表面とベース基板２の表面とを接触させ、わずかに加圧する。このようにすることで、
薄膜層４とベース基板２とは密着状態となる。さらに、導波基板１に形成された薄膜層４
とベース基板２とを熱処理することにより、薄膜層４とベース基板２とが直接接合される
。熱処理にはオーブンを用い、接合基板の剥離や急速加熱による破損を防止するため昇温
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速度を、例えば１００～５００℃／ｈとし、３５０～８００℃で熱処理を実施する。
【００７１】
なお、直接接合とは、接着剤や樹脂等を用いずに、２つの基板を強固に接合する手法であ
る。例えば、上述の方法では、基板どうしをＯＨ基の水素結合により密着状態としている
。さらに加熱することで、ＯＨ基がＨ2Ｏ分子として接合面から離脱するため、基板どう
しは、さらに強固な結合状態となる。また、この方法以外でも、静電引力を用いて、直接
接合を行なう方法がある。
【００７２】
このようにして直接接合によって得られた直接接合基板に光導波路３を形成するため、導
波基板１を表面研磨・薄板化し、最終的に厚みを３～４μｍにまで薄くする。その後フォ
トリソグラフィーを用いて光導波路パターニングを行い、薄板化した導波基板１の表面に
、１．５～２μｍの段差をドライエッチングにより形成することで、リッジ型の光導波路
３が形成される。なお光導波路３の両端面（入出射面）はリッジ形成後に鏡面研磨されて
いる。
【００７３】
ここで、薄膜層４についてさらに詳しく説明する。一般にスパッタリングや蒸着といった
方法により誘電体膜を基板に被着形成する場合には、成膜条件（温度や成膜雰囲気）によ
り形成される膜の特性（屈折率や吸収係数）が変化することが知られている。また、膜の
表面状態（表面粗さ）は成膜装置を含む成膜方法により大きく異なり、例えば蒸着、ＲＦ
スパッタ、ＥＣＲスパッタ、ＣＶＤ等の手法や装置の違いで膜の均一性や稠密度、表面粗
さが異なること、また同一方法でも材料が異なるとその表面状態が異なることがわかって
いる。
【００７４】
しかし、本実施の形態１の光学素子において、薄膜層４とベース基板２とを接合する際に
、導波基板１上に成膜された薄膜層４の表面粗さは、接合状態に影響を与える。例えば、
表面粗さが大きいと、光学素子の精度が悪くなる。特に、直接接合によって、薄膜層４と
ベース基板２とを接合する場合には、薄膜層４の表面粗さによっては、接合が不可能とな
る。例えばＲＦスパッタやＥＣＲスパッタにより形成されたＳｉＯ2膜では、表面粗さが
大きいため直接接合ができないということが知られている。このような過去の実験結果か
ら、一般に誘電体スパッタ膜を用いた直接接合は行われていない。しかし、本発明のよう
に、薄膜層４をＴａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする単層もしくは多層薄膜とすること
で、スパッタにより形成しても薄膜層４の表面粗さが非常に少なく、直接接合に必要な粗
さ精度を有している。
【００７５】
図２は、スパッタ膜の表面粗さを示す図である。図２（ａ）は、Ｔａ酸化物（スパッタ源
となるターゲットはＴａ2Ｏ5）スパッタ膜の原子間力顕微鏡による表面粗さの測定結果で
あり、図２（ｂ）は、ＳｉＯ2スパッタ膜の原子間力顕微鏡による表面粗さの測定結果を
示している。図２からわかるようにＴａ酸化物の表面粗さ（最大２ｎｍ程度）は、ＳｉＯ

2の表面粗さ（最大６ｎｍ程度）に比べはるかに小さいことがわかる。Ｔａ酸化物スパッ
タ膜と同程度の表面粗さは、例えばニオブ酸化スパッタ膜（ターゲットをＮｂ2Ｏ5とする
膜）においても得られるが、ニオブ酸化膜の屈折率は波長６３２．８ｎｍの光に対して２
．２５～２．３５であり、ＭｇＯ：ＬＮ結晶に比べて大きい。そのため、導波基板１がＭ
ｇＯ：ＬＮ結晶である場合には、光を閉じ込めることができず、光導波路３を形成するこ
とができない。しかし、導波基板１に、さらに屈折率の高い材料、例えば、シリコンウェ
ハ等の半導体材料を用いた場合には、薄膜層４としてニオブ酸化膜を用いることができる
。薄膜層４は、導波基板１よりも低屈折率であることとし、導波基板１に用いている材料
により、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜のどちらかのうち適する方を用
いればよい。
【００７６】
さらに、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜は、耐薬品性が強いことが実験
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的にわかっている。これは、直接接合を行うのに必要な特性である。例えば、上述した直
接接合時の親水性処理におけるアンモニア過水処理を行うが、ＳｉＯ5スパッタ膜はアン
モニア過水により浸食され膜厚の面内均一性がさらに劣化するため、直接接合の薄膜層４
として用いるには不向きである。一方、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜
はアンモニア過水には冒されず、また他のプロセスで用いる有機溶剤やバッファードフッ
酸（フッ酸：フッ化アンモニウム：水＝１：５：５０の混合溶液）にも強い耐性を有して
いる。
【００７７】
ここで、Ｔａ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜を薄膜層４として用いて実施の形態１の光学素
子を作製した結果を以下に示す。Ｔａ2Ｏ5を主成分とする薄膜層４を介した直接接合基板
は直接接合後のプロセス（ＭｇＯ：ＬＮ結晶である導波基板１の薄板化研磨、フォトリソ
グラフィー、ドライエッチング、端面研磨など）において剥離や劣化は見られず、非常に
良好な接合状態が維持されていた。特に、スパッタ条件として１００℃以上の温度雰囲気
中において成膜を行うことにより、薄膜層４であるＴａ2Ｏ5スパッタ膜自体の強度および
導波基板１への密着性が強固になり薄板化研磨時の接合面およびスパッタ面での剥離や劣
化を防止する効果が大であった。
【００７８】
また、形成された光導波路３の導波特性も良好であり、十分な光閉込め効果と低ロス光導
波が確認できた。また、シングルモード用の光導波路３を形成するためには、薄膜層４の
屈折率制御と光導波路３の形状制御を精度良く行う必要がある。Ｔａ2Ｏ5を主成分とする
誘電体のように、導波基板１であるＭｇＯ：ＬＮ結晶と屈折率の近い材料を用いることで
光導波路設計許容度が大幅に向上するという効果があった。
【００７９】
Ｔａ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜を薄膜層４とする以外に、Ｎｂ2Ｏ5を主成分とする誘電
体膜を薄膜層４として用いた場合も、同様に、直接接合において、非常に良好な接合状態
を維持することができた。さらに、光導波路３における光の導波も、良好であった。なお
、Ｎｂ2Ｏ5はＴａ2Ｏ5に比べて、屈折率が高いので、導波基板１に用いる材料に応じて、
これらを使い分ければよい。
【００８０】
Ｔａ2Ｏ5を主成分とする誘電体単層膜を薄膜層４とすることについて述べたが、Ｔａ2Ｏ5

を主成分とする多層膜を薄膜層４としてもよい。例えばＴａ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜
の成膜雰囲気（ＡｒガスおよびＯ2ガスの流量や、スパッタ装置のチャンバー内圧力）を
変化させるか、あるいは成膜温度やスパッタリング装置の印加電力を変えることで、屈折
率の異なる膜を形成することができる。例えば、ＭｇＯ：ＬＮ結晶（波長６３２．８ｎｍ
の光に対する屈折率が２．１７）である導波基板１に、波長６３２．８ｎｍの光に対する
屈折率が２．０５および２．１０の二種類のＴａ2Ｏ5を主成分とする薄膜により多層膜を
形成することができる。導波基板１とベース基板２と接する層は、屈折率が２．０５の層
とする。また、屈折率が２．０５の層の厚みを７７ｎｍとし、屈折率が２．１０の層の厚
みを７５ｎｍとしてこれらを交互に成膜する。このようにして構成された、９層の多層膜
による薄膜層４の反射率は２．３％であり、１９層の多層膜による薄膜層４の反射率は７
．１％となる。つまり、層数を増やすことで、反射率は上昇する。一方、Ｔａ2Ｏ5を主成
分とする単層膜では、反射率が０．３２％である。これに比べて、容易に１０倍以上の反
射率を得ることができる。
【００８１】
また、同様に、ニオブ酸化物からなる多層膜や、Ｔａ酸化物とニオブ酸化物からなる多層
膜を薄膜層４として直接接合することが可能である。それにより、低ロスで、十分な光閉
込め効果を有する光導波路型素子を作製することができる。Ｔａ酸化物とニオブ酸化物か
らなる多層膜を用いる場合、例えば低屈折率のＴａ酸化膜層を光導波路３と接するように
形成し、反対側の面には、高屈折率のニオブ酸化膜層を用いて薄膜層４を形成し、ベース
基板２とニオブ酸化膜層とが直接接合した構成としてもよい。この構成によれば、光の閉
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じ込め状態を所望の状態に制御することができる。
【００８２】
また、薄膜層４が、Ｔａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする膜および金属材料よりなる金
属層を含む多層構造としてもよい。例えば、直接接合する面には、金属層が構成されてい
るようにしてもよい。
【００８３】
直接接合基板の裏面からの反射光は導波基板１表面の反射光と、薄膜層４からの反射光に
よる干渉縞に対してノイズ成分となって現れる。例えば研磨作業時に用いる保持台と導波
基板１との接着において埃の混入や接着剤のムラが発生した場合には直接接合基板の裏面
と研磨面表面が傾きを持つため直接接合基板の裏面（直接接合基板と保持台とが接する面
）からの反射光と導波基板１表面での反射光による干渉縞が観測されることがある。これ
により本来観測すべき薄膜層４からの反射光と薄板化基板表面の反射光による干渉縞が見
えにくくなる。そこで金属層を直接接合の中間層に配置することにより、このようなノイ
ズ成分を取り除くことができ、薄板化すべき基板の薄板化を容易に行うことができた。
【００８４】
図３に示しているように、ベース基板２上に、薄膜層４が形成され、その上に、リッジ型
の光導波路３を有する導波基板１が形成されている。薄膜層４は、Ｔａ等の金属材料から
なる金属層５およびＴａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体層６からなる。例えば
、金属層５はベース基板２側に形成されていて、誘電体層６は導波基板１側に形成されて
いる。なお、この光学素子の作製においては、ＸカットのＬＮ結晶基板であるベース基板
２に薄膜層４を形成する。その後、ＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板である導波基板１と
薄膜層４とを直接接合にて接合して、導波基板１に光導波路３を形成することで作製する
。薄膜層４の金属層５には例えばＴａ膜を用い、誘電体層６としてはＴａ2Ｏ5を主成分と
する単層膜を用いる。なお、金属層５としては、上記と同様の効果が得られるものであれ
ば、任意の金属を用いてもよい。
【００８５】
金属層５と、強誘電体結晶であるＭｇＯ：ＬＮ結晶からなる導波基板１あるいは金属層５
とＬＮ結晶からなるベース基板２の界面においては直接接合による強固な接合ができない
。Ｔａ2Ｏ5を主成分とする単層膜からなる誘電体層６と導波基板１とは、良好な直接接合
を行うことができるので、これらを直接接合する。このとき、金属層５が光導波路３に近
すぎると、導波光の吸収ロス原因となる。例えば、導波光パワーが大きい場合には光学素
子の破損を招く恐れがある。したがって、金属層５は、導波光のエバネッセント領域以上
光導波路３から離れている必要がある。金属層５と導波基板１とは、５０ｎｍ以上離れて
いれば、十分である。なお、エバネッセント領域とは、光導波路中を光が伝搬する際に、
外部に光が滲み出す領域である。この領域に、金属層５が形成されていると、導波光が金
属層５の影響を受け、光学素子の破損を招く恐れがある。
【００８６】
直接接合による光学素子の作製においては、まずベース基板２上に金属層５および誘電体
層６を、順次ＲＦスパッタで成膜する。金属層５の厚みは５ｎｍ～１００ｎｍとし、誘電
体層６の厚みを１０～２００ｎｍとする。
【００８７】
それ以降は、薄膜層４と導波基板１とを上述のように直接接合によって接合し、光導波路
３の形成を行う。この光学素子において、金属層５と光導波路３（導波基板１）との距離
は、誘電体層６の厚みに等しい。この厚みが５０ｎｍ以上の場合に、この光学素子の導波
特性は良好であり、十分な光閉込め効果と低ロス光導波が確認できた。
【００８８】
図４は、図３の光学素子の第三角法による正投影図である。図４（ａ）の平面図に示して
いるように、金属層５は、接合基板の全面に形成されているのではなく、パターニングに
より、金属層５が形成されていない金属除去箇所５ａができるよう形成されている。なお
、図４（ａ）の平面図において、金属層５を図示しているが、実際には金属層５上にはさ
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らに、薄膜層６および導波基板１が積層されていて、それらを透過して、金属層５が見え
ている。
【００８９】
金属層５を、図４（ａ）に示すようにパターニングすることで、光導波路３を形成する際
の、位置の特定が容易になる。つまり、金属除去箇所５ａをマーカーとして、位置合わせ
をすればよい。それにより、光学素子の実装において高精度な実装が可能になるという利
点がある。導波基板１やベース基板２に用いるＬＮ結晶やＭｇＯ：ＬＮ結晶から構成され
る光学素子の光導波路３には、それらの結晶軸方向に依存した導波ロスが存在する。例え
ば、ＬＮ結晶のＸカット基板を用いて、Ｙ軸方向伝搬の光導波路３を形成する場合に、Ｙ
軸から数度ずれた方向に光導波路を形成することで、導波ロスが極端に増大する。そのた
め、結晶軸方向を考慮して、所望の特性を得ることができる方向に、光導波路３の形成方
向を合わせることが重要となる。
【００９０】
また、光導波路３により、特に波長変換素子を作製する場合には、波長変換効率を大きく
するために結晶の分極方向を周期的に反転させた周期状分極反転構造を形成する必要があ
る。単一分極化されたＬＮ結晶の分極方向は結晶のＣ軸方向（＝Ｚ軸方向）にあり、例え
ば周期状電極を用いて高電圧電界を印加することにより上記周期状分極反転を形成するこ
とができることが知られている。波長変換は光波動の振動方向と分極方向が一致すること
が望ましい。そのため、高効率波長変換を行うには、この周期状分極反転構造と光導波路
３が直交するように形成されることが望ましい。このように、直接接合基板を用いた、例
えば、波長変換素子である光学素子の作製工程において結晶軸方向の特定が必要である。
【００９１】
従来の、光導波路作製工程においては、結晶基板の方向を特定する手法が示されていない
。そのため、例えば、直接接合をした基板の裏面（光導波路形成面と反対の面）にレーザ
マーキングなどで位置合わせ用のマーカーを形成する必要があった。しかし、上述のよう
に、パターニングされた金属層５を含む薄膜層４を介して、導波基板１とベース基板２と
を接合することにより、位置合わせ用のマーカーが不要になった。すなわち、ベース基板
２上に形成されたパターニングされた金属層５を含む薄膜層４が形成されていることで、
この上に、導波基板１をのせる際に、このパターニングによって形成した金属除去箇所５
ａを基準として接合することで、結晶軸方向がずれることはない。
【００９２】
また、光導波路３の入射端３ａ近傍部分に形成された金属層５は、レーザからの入射光が
光導波路３に結合する際に光吸収による素子破損を発生させやすい。したがって、例えば
、図４（ｂ）に示しているように、光導波路３の入射端３ａ近傍には、金属除去箇所５ｂ
を設けておくと有効である。実測によると、少なくとも光導波路３の入射端３ａ表面から
１μｍ以内の領域に金属層が存在しなければ十分であった。つまり、金属除去箇所５ｂの
奥行ｄは、１μｍ以上とすればよい。
【００９３】
実施の形態１では、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3からなる強誘電体結晶基板と他の結晶基板の
直接接合においてＴａ2Ｏ5またはＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜である薄膜層４を介し
て接合して光学素子を作製する場合について示した。しかし、ＬｉＮｂxＴａ(1-x)Ｏ3か
らなる基板以外であっても、例えばＳｉウエハやＳｉＯ2基板などにおいて薄膜層を介し
て接合を行った場合においても、Ｔａ2Ｏ5およびＮｂ2Ｏ5を主成分とする誘電体膜である
薄膜層４を用いることで、同様に平坦度が高く耐薬品性に優れた薄膜層４として有効であ
る。
【００９４】
（実施の形態２）
実施の形態２の光学素子は、薄膜を介して接合された基板の一方の薄板化を行う際の基板
厚みの高精度な均一性評価が可能である光学素子である。以下に、厚み均一性の高い薄板
化が可能になった点について詳しく述べる。なお、実施の形態２では、薄板化基板による
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光学素子作製の一例としてＬＮ結晶とＭｇＯ：ＬＮ結晶の直接接合基板においてＭｇＯ：
ＬＮ結晶を薄板化して光導波路を形成する場合について述べるが、本発明は本構成および
光導波路型の光学素子に限定されるものではなく、接合方法においても、直接接合に限定
されるわけではない。
【００９５】
ＬＮ結晶やＭｇＯ：ＬＮ結晶に光導波路を形成する手法はこれまで数多く提案されている
。例えば、ＬＮ結晶やＭｇＯ：ＬＮ結晶の非線形光学特性を利用する波長変換素子におい
て、光導波路を形成する方法として、プロトン交換法やチタン拡散法が提案されている。
しかし、これらの方法は結晶への不純物注入による屈折率変化を用いているため、非線形
光学定数の劣化を伴うことが知られている。これに対し、接合基板を用いた光導波路型素
子は、接合された基板の屈折率差を利用して基板厚み方向の光閉じ込め効果を有し、直接
接合基板の形状加工のみを行い光導波路を形成するため、原理的に結晶の特性を劣化させ
ないという利点がある。したがって上記のような非線形光学効果を利用する光導波路デバ
イスを実現する手法として非常に有効な手法であるといえる。
【００９６】
一般に光導波路型素子形成には光導波路形状（厚みおよび幅）に対して高い均一性が要求
される。特に周期状分極反転構造を有する光導波路型波長変換素子においては、入力基本
波と高調波との位相整合が光導波路全体において均一にとれていることにより、高効率の
波長変換が達成される。位相整合波長は分極反転周期と基本波および高調波の実効屈折率
により決定されるため、光導波路形状（幅および高さ）が導波方向に対して変化すると変
換効率が著しく低下する。光導波路幅は、例えばリッジ型の光導波路をドライエッチング
によって形成する場合には、エッチングマスクとして用いるフォトレジストのパターニン
グ精度に依存するため、サブミクロンの高精度が実現可能であった。
【００９７】
一方、光導波路の高さ制御は、例えば研磨による薄板化が可能であるが、サブミクロン精
度の高さ制御は困難であった。その理由としては、簡便な方法による高さの絶対値および
均一性測定方法は限られており、段差計などによる厚み絶対値測定方法と基板表面からレ
ーザ光を照射し直接接合基板の表面と裏面からの反射光を干渉計で観測する均一性評価方
法が用いられているためであった。特に実施の形態１で示したように、ＭｇＯ：ＬＮ結晶
とＬＮ結晶の直接接合基板においてＭｇＯ：ＬＮ結晶内に光導波路を形成するには、薄膜
層を介した直接接合が有効であった。しかし、これまで提案されている薄膜層においては
、薄板化する基板裏面にある薄膜層からの十分な反射光が得られず、干渉計を用いた均一
性評価が不可能であったため高精度な高さ均一性を達成するのが困難であった。
【００９８】
以下、本発明の実施の形態２に係る光学素子について、図を用いて説明する。実施の形態
１に示したような、薄膜を介した直接接合基板に光導波路を形成するため、接合された基
板の一方の薄板化において、薄板化される基板厚みは、高精度な均一性が望まれる。実施
の形態２の光学素子は、光導波路が形成される導波基板の厚み評価が可能になり、厚み均
一性の高い薄板化が可能である光学素子である。なお、実施の形態２では薄板化基板によ
る光学素子作製の一例としてＬＮ結晶をベース基板とし、ＭｇＯ：ＬＮ結晶を導波基板と
して、これらベース基板および導波基板とが薄膜層を介して接合され、導波基板を薄板化
して光導波路を形成する光学素子について説明する。なお、光学素子の材料および構成は
、これに限定されるものではない。
【００９９】
実施の形態２の光学素子は、薄膜層を介して接合された基板において、薄板化される導波
基板は、特定の波長λの光に対して透明であり、波長λの光に対する導波基板の屈折率が
ｎ1である。また、導波基板と薄膜層を介して接合するベース基板は、波長λの光に対す
る屈折率がｎ2である。また、導波基板とベース基板との中間層として用いる薄膜層は、
波長λの光に対する屈折率がｎ3（≠ｎ1≠ｎ2）であり、薄膜層の膜厚Ｔが、自然数をｋ
としてＴ≠（ｋ×λ）／（２×ｎ3）の関係にある。以上の条件を満たすことにより、薄
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膜層の高精度な膜厚均一性と薄膜層からの反射光を利用して導波基板の均一性を測定し、
薄板化を行う。具体的には、薄板化される導波基板の表面と薄膜層からの反射光による干
渉縞を観測して結晶基板の厚み均一性測定を可能とする。それにより、高い均一性を有す
る薄板化基板を有する光学素子を実現した。この薄板化基板部分にリッジ加工を行うこと
により光導波路型素子を作製することができる。
【０１００】
図５は、本発明の実施の形態２に係る光学素子の構造を示す斜視図である。ＭｇＯ：ＬＮ
結晶基板とＬＮ結晶基板とを薄膜層を介して接合することで構成された光学素子の一例を
示す。図５において、ＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板であるベース基板２とＸカットの
ＬＮ結晶基板である導波基板１が薄膜層４を介して接合されている。なお、導波基板１と
薄膜層４とは、直接接合によって接合されている。すなわち、ベース基板２上にスパッタ
等で薄膜層４を形成し、さらに、Ｔａ2Ｏ5を主成分とする誘電体単層膜である薄膜層４と
、ＸカットのＬＮ結晶基板である導波基板１とを直接接合する。なお、このように、導波
基板１とベース基板２とが、薄膜層４を介して接合されている状態を、直接接合基板とい
う。その後、直接接合基板の導波基板１を薄板化することで光学素子が作製される。なお
、薄膜層４はＴａ2Ｏ5を主成分とする誘電体単層膜とする。
【０１０１】
研磨により直接接合基板の導波基板１を薄板化する場合には、薄板化された導波基板１の
厚みが均一となるようにしなければならない。これを実現するためには、直接接合基板自
体の平行度（厚みが均一であること）の他に、研磨時に接合基板が動かないように保持し
ておくための保持台の面精度や、直接接合基板と保持台の接着均一性、薄膜層４の膜厚均
一性などのいくつかの要因の高精度維持が求められる。
【０１０２】
薄板化された後の導波基板１の厚み不均一を減じるために、まず、平行度の高い導波基板
１およびベース基板２を用いるとよい。また、研磨の際に、直接接合基板を接着する保持
台の平面度を確保する。また、直接接合基板を保持台に接着剤で接着して研磨を行うので
、接着剤厚みが不均一であると、薄板化された導波基板の厚みは当然不均一となる。それ
を防ぐために、例えば熱硬化性の接着剤を用い、直接接合基板の裏面にスピンコートなど
を用いて均一に塗布し加圧・加熱処理を施して保持台に接着する。しかし、このようにし
ても接着による直接接合基板の歪みは、わずかではあるが生じるため、直接接合基板の裏
面（保持台と直接接合基板との接着面）を基準として薄板化をしても、厚みの不均一は生
じる。そのため、さらに、以下の方法を用いる。
【０１０３】
一般的に導波基板１が透明である場合に、厚み均一性を観測する方法として、簡便かつ高
精度な光学的手法である干渉縞観測がある。干渉縞観測は、基板表面に例えば、波長が６
３３μｍのレーザを照射し、基板表面での反射光とその下層の薄膜層表面での反射光との
干渉状態を観測することで、基板の厚み均一性を調べる方法である。厚みにばらつきがあ
ると、干渉縞が生じるため、容易に厚みの不均一を調べることができる。しかし、薄膜層
４を介した直接接合基板の導波基板１の薄板化においては、薄膜層４からの反射光が弱い
ため、干渉縞の観測が難しいという問題があった。
【０１０４】
そこで、実施の形態２の光学素子は、薄膜層４からの反射光を十分に大きくする構造とし
ている。図６は、薄膜層４の各表面における反射光についての説明図である。また、図７
は、薄膜層４の厚みＴに対する光反射率Ｒの関係を示す特性図である。図６において、反
射光８は、薄膜層４と導波基板１との界面における反射光で、反射光９は薄膜層４とベー
ス基板２との界面での反射光である。一般的に、屈折率をそれぞれｎa、ｎbとする２つの
媒質において、ｎaの媒質からｎbの媒質に垂直入射する光の媒質界面におけるフレネル反
射の反射率Ｒは、
Ｒ＝｜（ｎa－ｎb）／（ｎa＋ｎb）｜2×１００（％）
で表される。
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【０１０５】
例えば、導波基板１をＭｇＯ：ＬＮ結晶基板とし、ベース基板２をＬＮ結晶基板とし、薄
膜層４をＴａ2Ｏ5とした場合の計算値を示す。例えば、波長６３２．８ｎｍの光に対する
導波基板１の屈折率を２．１６６、薄膜層４の屈折率を２．１０、ベース基板の屈折率を
２．２３として、上式より、反射率Ｒを求める。計算により、導波基板１と薄膜層４との
界面の反射率Ｒは０．０２４％であり、ベース基板２と薄膜層４との界面の反射率Ｒは０
．０９％と非常に小さくなることがわかる。ここで、反射光が弱すぎると、反射光による
干渉縞は観測不可能となる。そこで、光の波長λと薄膜層４の屈折率ｎ3と自然数である
ｋを用いて、膜厚Ｔが、
Ｔ≠（ｋ×λ）／（２×ｎ3）
の条件を満たすことで、反射光８と反射光９との干渉により、結果として薄膜層４からの
反射光を増大させることができる。
【０１０６】
図７からわかるように、例えば、干渉縞観測に用いる光源の波長λを６３２．８ｎｍとし
、波長λに対する薄膜層４（Ｔａ2Ｏ5）の屈折率ｎ3が２．１であったので、薄膜層４の
膜厚Ｔが１５０．６７ｎｍおよびこの倍数となると薄膜層４からの反射率はほぼ０％とな
り、反射光が無くなる。したがって、この膜厚Ｔからずれるほど反射光は増大する。
【０１０７】
薄膜層４の膜厚Ｔが、ｋを自然数として、
Ｔ＝（２ｋ－１）×λ／（４×ｎ3）
となる場合が理想的で、反射光８と反射光９とが最も強め合う干渉条件となり、薄膜層４
からの反射光量がフレネル反射の１０倍以上にまで強くなる。これにより薄膜層４からの
反射光と導波基板１の表面の反射光により形成される干渉縞が観測可能となり、この干渉
縞を利用して研磨途中の導波基板１の厚み均一性を評価することが可能となった。観測し
た干渉縞に基づき、不均一を緩和するように例えば研磨時の加重分布を変化させて任意に
研磨し、導波基板１の均一な薄板化が可能になった。
【０１０８】
本発明者らは、上記方法により観測される干渉縞が、面内で１本以下となる状態での研磨
を進めるとともに、段差計による導波基板１の厚みの絶対値測定を行い、最終的には導波
基板１を厚み３．５μｍ、厚みばらつき３００ｎｍ以下に薄板化することに成功した。な
お、波長６３２．８ｎｍの光源による干渉縞観測では、干渉縞１本あたり約３００ｎｍの
不均一性があると判断できる。この薄板化された導波基板１を用いて、ドライエッチング
により、例えば、図１で示したようなリッジ型光導波路を形成し、良好な光導波特性を得
ることができることを実測により確認した。また、薄板化基板に周期状分極反転形成と光
導波路形成を施し、波長変換素子を作製することも可能である。この波長変換素子におい
ては、光導波路の厚み均一性を高めたことにより、良好な位相整合状態を達成し、高波長
変換効率が実現できる。
【０１０９】
なお、膜厚Ｔが、ｋを自然数として、
Ｔ＝（ｋ×λ）／（２×ｎ3）
の場合に、反射光８と反射光９との間に弱め合う干渉が生じ、結果として薄膜層４からの
反射光がごく小さくなるのは、薄膜層４の一方の界面での反射光と、もう一方の界面での
反射光の位相がπ／２ずれるからである。なお、これは、ｎ1＞ｎ3，ｎ2＞ｎ3の場合であ
る。
【０１１０】
ｎ1＞ｎ3＞ｎ2の場合は、
Ｔ＝（（２ｋ－１）×λ）／（４×ｎ3）の場合に、反射光がごく小さくなる。
【０１１１】
つまり、ｎ1＞ｎ3，ｎ2＞ｎ3の場合は、膜厚Ｔが、
Ｔ≠（ｋ×λ）／（２×ｎ3）とし、ｎ1＞ｎ3＞ｎ2の場合は、
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Ｔ≠（（２ｋ－１）×λ）／（４×ｎ3）とするとよい。
【０１１２】
また特に、薄膜層４の膜厚Ｔが、
Ｔ＝（２ｋ－１）×λ／（４×ｎ3）から±３０ｎｍ以内の範囲にある場合には、薄膜層
４からの反射光強度が最大値から５％以下の減衰にとどめることができる。したがって、
薄膜層４の膜厚Ｔをこの範囲とすることで、干渉縞の観測が容易になるので、この範囲で
膜厚制御を行うことが望ましい。なお、反射光８または反射光９の強度が非常に小さい場
合には、反射光８と反射光９が干渉により強め合っても、薄膜層４からの反射光強度が小
さい。しかし、実験により、ｎ1とｎ3の屈折率差またはｎ2とｎ3の屈折率差のうち、少な
くとも一方が０．０５以上であれば、干渉縞を観測できることがわかっている。
【０１１３】
実施の形態２においては、薄膜層４としてＴａ2Ｏ5を主成分とする誘電体単層膜を例に示
し説明したが、薄膜層４の材料がこれに限定されるものではない。また、薄膜層４が、多
層膜の場合に関しても同様の原理が成り立つ。例えば、薄膜層４として屈折率の異なる複
数個の層からなる多層膜を用いた場合には、一般に知られているように各層の屈折率およ
び層厚みから、低反射条件または高反射条件を求めることができる。
【０１１４】
例えば、前述したように、ＭｇＯ：ＬＮ結晶（波長６３２．８ｎｍの光に対する屈折率が
２．１７）である導波基板１に、波長６３２．８ｎｍの光に対する屈折率が２．０５およ
び２．１０の二種類のＴａ2Ｏ5を主成分とする薄膜で多層膜を形成する。このとき、導波
基板１とベース基板２と接する層は、屈折率が２．０５の層とする。また、屈折率が２．
０５の層の厚みを７７ｎｍとし、屈折率が２．１０の層の厚みを７５ｎｍとしてこれらを
交互に成膜する。このようにして構成された、９層の多層膜による薄膜層４の反射率は２
．３％であり、１９層の多層膜による薄膜層４の反射率は７．１％となる。このように、
多層膜の各層の屈折率および層厚みを制御することで、反射率を制御することができる。
【０１１５】
なお、低反射条件とは、各層界面での反射光どうしが、位相が異なることにより、打ち消
し合い、反射光の強度が小さくなる条件のことである。また、高反射条件とは、逆に、各
層界面での反射光どうしが合成され、反射光の強度が大きくなる条件のことである。高反
射条件に基づいて薄膜層４を設計することで、薄膜層４全体での反射光量を最大とするこ
とができる。
【０１１６】
なお、実施の形態２では干渉縞観測用の光源波長λを６３２．８ｎｍとした場合について
述べた。しかし、一般に計測用途として用いられる光源波長としては３８０ｎｍ、４１０
ｎｍ、４４１．６ｎｍ、４８８ｎｍ、５３２ｎｍなどがあり、いずれの波長に対しても、
同様の計算により最適な薄膜層４の厚みを算出することができ、薄膜層４からの反射光量
を増大させることができる。
【０１１７】
（実施の形態３）
以下、本発明の実施の形態３にかかる光学素子について、図を用いて説明する。ここでは
、光学素子として直接接合により作製される光導波路型素子を例に採り、直接接合する２
つの基板として強誘電体結晶であるＬｉＮｂＯ3結晶（以下ＬＮ結晶と略す）基板および
ＭｇＯドープＬｉＮｂＯ3結晶（以下ＭｇＯ：ＬＮ結晶と略す）基板を用いた場合を例に
説明するが、本発明は本構成に限定されるものではない。
【０１１８】
実施の形態３の光学素子は、光学研磨された２つの基板の接合基板（接合された二枚一組
の基板を指す）を用いた光学素子において、接合面の一部の領域に間隙である非接合領域
を有する構造である。
【０１１９】
実施の形態３の光学素子は、同種基板あるいは異種基板を接合して光学素子を形成する場
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合に、接合面の一部に間隙（非接合領域）を設ける点にある。これにより、基板厚み方向
の屈折率段差が得られる。そのため、例えば接合基板の一方を薄板化した後リッジ加工し
て光導波路とすることで、基板の屈折率に関わらず光導波路型の光学素子が作製可能とな
る。
【０１２０】
本発明の実施の形態３に係る光学素子について図を用いて説明する。図８は本発明の実施
の形態３に係る光学素子の構造を示す斜視図である。実施の形態３は、実施の形態１およ
び２の薄膜層４の代りに、非接合領域２４を設けることでベース基板２２と導波基板２１
との接合面近傍に屈折率段差を得る構造である。それにより、どのような材料を用いた導
波基板２１であっても光の導波を可能にし、導波特性を良好にする。そのため、基板の材
料の選択性を向上させることができる。
【０１２１】
例えば、導波基板２１にはＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板を用いている。また、ベース
基板２２にはＸカットのＬＮ結晶基板を用いている。また、導波基板２１には、リッジ加
工がされており、リッジ型の光導波路２３が形成されている。また、光導波路２３はベー
ス基板２２と接しておらず、ベース基板２２と光導波路２３との間には、非接合領域２４
である間隙（以下、ギャップとする）が設けられている。導波基板２１とベース基板２２
の各主面は光学研磨されている。さらにベース基板２２の導波基板２１側の面は、凹状に
加工された非接合領域２４を有していて、ベース基板２２と導波基板２１とを接合した場
合に非接合領域２４がギャップとなる。非接合領域２４は、導波基板２１およびベース基
板２２を接合した後は、それらを隔てるギャップとなる。
【０１２２】
以下に、実施の形態３の光学素子を製造する方法について説明する。まず、ベース基板２
２に非接合領域２４を形成する。非接合領域２４を形成する手法は様々あるが、例えば、
ドライエッチングを用いることができる。ベース基板２２の一方の主面にＲＦスパッタも
しくはＥＢ蒸着によりＣｒ膜を２００ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィーとウェットエッ
チングにより非接合領域２４となる領域のパターニングを行う。その後Ｃｒをエッチング
マスクとしてベース基板２２にドライエッチングを施し、深さが１００ｎｍから３００ｎ
ｍの非接合領域２４であるエッチング溝を形成する。その後、マスクとして用いたＣｒを
ウェットエッチングにより除去する。なお、上述以外の方法でベース基板２２を形成して
もよい。
【０１２３】
直接接合面である、導波基板２１の一方の主面と、ベース基板２２の非接合領域２４を形
成した主面とを親水性処理する。具体的には、導波基板２１とベース基板２２のそれぞれ
の直接接合を行う主面にアセトン超音波洗浄を施した後にアンモニア水：過酸化水素水：
純水＝１：１：６の混合溶液（以下、アンモニア過水と略す）に１５分以上浸し純水でリ
ンスの後乾燥処理を行う。なお、アンモニア水は一般的な濃度である２０％～４０％のも
のを用いればよい。望ましくは、アンモニア水の濃度が３０％であればよい。
【０１２４】
その後、導波基板２１とベース基板２２の結晶軸方向を合わせて、それぞれの親水性処理
をした主面とを接触させ、わずかに加圧することにより、非接合領域２４が形成されてい
る箇所を除いて、導波基板２１とベース基板２２とが密着状態を形成する。
【０１２５】
さらにこの密着された導波基板２１とベース基板２２とを熱処理することにより直接接合
基板を得ることができる。熱処理にはオーブンを用い、接合基板の剥離や急速加熱による
破損を防止するため昇温速度を５０～５００℃／ｈとし、３５０～８００℃で実施した。
【０１２６】
このようにして得られた直接接合基板に、光導波路２３を形成するため、導波基板２１の
表面研磨・薄板化を行い、最終的に導波基板２１の厚みを３～４μｍにまで薄くする。そ
の後、フォトリソグラフィーを用いて光導波路２３に対応するパターニングを行い、薄板
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化したＭｇＯ：ＬＮ結晶基板である導波基板２１上に１．５～２μｍの段差をドライエッ
チングにより形成することで、リッジ型の光導波路２３を形成している。なお光導波路２
３の両端面はリッジ形成後に鏡面研磨されている。
【０１２７】
なお、接合基板は、リッジ導波路を形成せずに、例えば、回折格子、変調器、偏向器等の
光学素子として用いることができる。
【０１２８】
ここで、非接合領域２４についてさらに詳しく説明する。一般に光導波路型の光学素子に
おいては、光導波路への十分な光の閉じ込めおよび低ロス光導波は最も重要とされる特性
である。また、光導波路の伝搬特性を光導波路全体において均一にし、さらには作製の歩
留まりを向上させるためには光導波路形状制御において均一性の確保が必要である。光導
波路形状制御の中でも、接合基板の一方の基板を薄板化し光導波路を形成する場合には、
特に薄板化された基板（導波基板２１）の厚み均一性が高いことが必須条件となる。
【０１２９】
接合面２５は、導波基板２１の主面のうち、ベース基板２２と接合している面である。接
合面２５において、導波基板２１とベース基板２２とが一部接合されていない。これは、
実施の形態３の光学素子が、導波基板２１とベース基板２２との間に、非接合領域２４で
あるギャップを有するためである。したがって、接合面２５において、このギャップ領域
が形成されている範囲内に光導波路２３を形成することにより、光導波路２３とギャップ
との間に屈折率段差を生じさせることができる。これにより、光導波路２３の基板厚み方
向の十分な光閉込め効果を容易に得ることができる。このとき、光導波路２３を接合面２
５に投影した領域にベース基板２２と接合している領域があると、光導波路２３の光閉込
め効果は不十分となり導波光の伝搬ロスが増大する。すなわち、非接合領域２４は、光導
波路２３を接合面２５に投影した領域を含め、この投影領域よりもさらに広い領域とする
ことが重要である。それにより、屈折率段差による光閉じ込め効果を十分に得ることがで
きる。
【０１３０】
光導波路２３を形成するプロセスは、導波基板２１の薄板化後である。非接合領域２４を
設けることで、フォトリソグラフィーによる光導波路２３の形成におけるパターニングを
行う際の、光導波路２３と非接合領域２４との位置合わせを、非接合領域２４を基準とし
て容易にできる。また、例えば非接合領域２４をベース基板２２の結晶軸を基準に形成し
ておくことで、ベース基板２２の結晶軸に合わせて、光導波路２３を形成できる。それに
より、導波ロスを抑制することができる。
【０１３１】
また、光導波路２３の幅方向と同一方向である非接合領域２４の幅、および各非接合領域
２４どうしの光導波路２３の幅方向の形成間隔について説明する。複数の非接合領域２４
を形成する場合には、直接接合後のプロセスに対する十分な接合強度を得るために、非接
合領域２４どうしの間隔を十分取る。非接合領域２４の中心どうしの間隔を１ｍｍ以上お
いて形成した場合には、非接合領域の幅が１μｍ～５００μｍであれば、十分な直接接合
強度が得られることが実測によって確認されている。また、非接合領域２４の中心どうし
の間隔が３０μｍ～１ｍｍでは、非接合領域２４の幅は、３０μｍ以下において十分な直
接接合強度が得られることが実測によって確認されている。また、例えば、光導波路２３
の幅が５μｍであれば、それに対して非接合領域２４の幅が１０～３０μｍが望ましい。
また、非接合領域２４の幅が３０μｍであり、非接合領域２４の中心どうしの間隔は、１
００μｍ以上が望ましい。
【０１３２】
光学素子作製の歩留まりと量産性および光導波路２３の特性を考慮すると、例えば幅３μ
ｍの光導波路２３を形成する場合には、非接合領域２４の幅を５～１０μｍとし、非接合
領域２４の形成間隔を数１０μｍとすることが望ましい。
【０１３３】
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また、非接合領域２４が接合面上の一方向のみに形成されていると、接合基板の機械加工
（例えば切断や研磨）時に基板への負荷が非接合領域２４の形成方向に依存して偏る傾向
がある。それにより、例えば切断や研磨時に光学素子の破損が生じることがあった。それ
を防ぐために、非接合領域２４は、図９に示すように格子状にすることが望ましい。
【０１３４】
図９は、非接合領域２４の配置位置を示すための図であって、三角法による正投影図であ
る。図９の平面図に示しているように、光導波路２３に沿ってだけでなく、光導波路２３
に直交する方向にも非接合領域２４が配置されている。また、その格子の間隔は、全て等
間隔である。すなわち、等間隔の格子状に非接合領域２４が形成されている。この構成に
より、切断や研磨時の負荷を分散低減することができるので、接合強度が高い。このとき
、接合領域の粗密度合いを変化させて耐機械加工強度を実測した結果、機械的強度が高い
ことがわかった。非接合領域２４を直接接合面内において等間隔の格子状に配置するよう
にパターニングすることにより、直接接合基板の機械的強度を高めることができる。
【０１３５】
次に、基板の厚み方向に対応する非接合領域２４の深さ（ギャップ深さ）について説明す
る。上述のように、光導波路２３がリッジ構造であるため、光導波路２３の幅方向および
、ベース基板２２の反対側の光閉込め効果は十分である。また、光導波路２３の非接合領
域２４側からも導波光が漏れないようにする必要がある。つまり、非接合領域２４のギャ
ップ深さは、光導波路２３を伝搬する導波光の浸み出し光がベース基板２２内に存在しな
い大きさである必要がある。
【０１３６】
そこで、ギャップ深さを０．００５μｍ～０．５μｍとして実施の形態３の光学素子を作
製し、各素子の特性を評価したところ、ギャップ深さが０．０１μｍ以上の場合は、光導
波路２３の厚み方向光閉込め効果の劣化は見られなかった。したがって、非接合領域２４
が空気で満たされている状態においては、非接合領域２４のギャップ深さが０．０１μｍ
以上であれば、光導波路２３中を導波光が十分に導波する。なお、上述したようにドライ
エッチングにより非接合領域２４の形成を行うことで、ギャップ深さを数％の高精度で制
御することが可能である。
【０１３７】
なお、導波基板２１およびベース基板２２は、平行度（厚さの均一性）の高い仕様の基板
を用いることで、導波基板２１の研磨・薄板化においても高精度の厚み制御が可能となる
。例えば、厚さを３μｍに薄板化した導波基板２１の厚み均一性を３インチウエハ面内で
±５０ｎｍ以下とすることができた。
【０１３８】
また、導波基板２１およびベース基板２２を直接接合により接合する際には、接合する面
の平坦度が重要となる。例えば接合する面の表面粗さが５ｎｍ以上になると接合が困難に
なる。したがって、導波基板２１およびベース基板２２の直接接合処理前に、成膜やエッ
チング等のプロセスを行う場合は、接合する面の平坦度劣化が懸念される。しかし、上述
したＣｒスパッタリング、フォトリソグラフィー、ウェットエッチング、ドライエッチン
グ等のプロセスを通ったベース基板２２においては、主面平坦度の劣化はなく、導波基板
２１との直接接合が容易に可能であることが実測により確認されている。
【０１３９】
また、導波基板２１の研磨・薄板化工程においてエアーギャップ部分（非接合領域２４）
の破損や、非接合領域２４があることによる接合強度の劣化すなわち研磨加工時の剥離な
ども懸念されるところである。しかし、直接接合された導波基板２１およびベース基板２
２基板は、直接接合後のプロセス（導波基板２１の薄膜化研磨、フォトリソグラフィー、
ドライエッチング、端面研磨等）において剥離や劣化は見られず、非常に良好な接合状態
が維持されていることも確認されている。
【０１４０】
さらに、実施の形態３の光学素子における光導波路２３の導波特性は良好であり、十分な
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光閉込め効果と低伝搬ロスの光導波がされることも確認されている。
【０１４１】
なお、導波基板２１とベース基板２２とが直接接合されて、非接合領域２４を有する光学
素子の構成例において、ベース基板２２を凹状に加工して非接合領域２４を形成したが、
例えば導波基板２１を凹状に加工して非接合領域２４を形成してもよく、この構成も容易
に可能であり、同様の効果を奏する。
【０１４２】
また、導波基板２１およびベース基板２２に用いる材料も、限定されることはなく、非接
合領域を設けることで、各基板の屈折率を限定することなく異種基板間、あるいは同種基
板間の直接接合を用いて光学素子を得ることができる。なお、基板どうしの接合において
も、直接接合以外の接合を用いてもよい。
【０１４３】
なお、図１０は、実施の形態３に係る光学素子の他の構成を示す斜視図を示している。図
１０のように、非接合領域３４内に光導波路３３が配置されるような構成としてもよい。
この構成は、あらかじめリッジ型の光導波路３３が形成された導波基板３１と、凹状に加
工形成された非接合領域３４を有するベース基板３２とを用意し、導波基板３１としては
、例えばＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板を用いる。また、ベース基板としては、Ｘカッ
トのＬＮ結晶基板を用いる。導波基板３１とベース基板３２の各主面は光学研磨されてい
る。ベース基板３２が凹状に加工されて形成された非接合領域３４内には、光導波路３３
が存在し、かつ、光導波路３３とベース基板３２とを隔てるギャップがある。この構造に
おいても直接接合状態および光導波路３３の導波特性は良好であった。
【０１４４】
なお、実施の形態３の光学素子は、光導波路型の光学素子として説明しているが、光導波
路型の光学素子に限定されるものではない。例えば、接合面の一部に周期的な非接合領域
を形成して、回折光学素子とすることも可能である。
【０１４５】
（実施の形態４）
本発明の実施の形態４に係る光学素子について図面を用いて説明する。図１１は実施の形
態４の光学素子を示す斜視図である。実施の形態４の光学素子は、実施の形態３の光学素
子の非接合領域に接合基板の材料と異なる材料、例えば、紫外線硬化樹脂を充填すること
により、直接接合する基板間の接合強度に加えて、紫外線硬化樹脂の接着力を得て、接合
を強化している。それにより、接合後のプロセス（研磨による直接接合基板の薄板化など
）における耐機械加工強度をより向上させることができる。
【０１４６】
図１１において、ＸカットのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板である導波基板４１と、ＸカットのＬ
Ｎ結晶基板であるベース基板４２とが接合されて構成されている。ベース基板４２には、
凹状に加工された非接合領域４４が形成されていて、紫外線硬化樹脂４７が充填されてい
る。また、導波基板４１およびベース基板４２の各主面は光学研磨されている。図１１で
は、非接合領域４４が複数形成されているが、この数は、これに限定されるものではない
。なお、この光学素子は、例えば導波基板４１を、非接合領域４４に充填される紫外線硬
化樹脂４７およびベース基板４２よりも屈折率を高くして、導波基板４１を導波路とした
り、また、それらの屈折率差を変化させることで、選択的に導波させることも可能である
。さらに、導波基板４１をリッジ加工して、リッジ型導波路として用いてもよい。
【０１４７】
実施の形態４の光学素子の製造方法は、実施の形態３の光学素子の製造方法と途中までは
同様である。つまり、ベース基板４２に、例えば、ＲＦスパッタまたはＥＢ蒸着によりＣ
ｒ成膜をし、フォトリソグラフィーおよびウェットエッチングによりＣｒパターニングを
し、ドライエッチング行い、非接合領域４４を形成する。その後導波基板４１とベース基
板４２に親水性処理を行い密着状態を形成して、加熱処理により直接接合を行なう。これ
以降は、実施の形態３とは異なるプロセスとなる。
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【０１４８】
上述の製造方法で得られた直接接合基板の、非接合領域４４として形成されているギャッ
プに、紫外線硬化樹脂４７を充填する。
このとき紫外線硬化樹脂４７は毛細管現象により直接接合基板内部に形成された非接合領
域４４に流れ込んでいく。特に紫外線硬化樹脂４７として、粘度の低いもの（６０ｃｐ程
度以下）を用いることにより毛細管現象の進む早さは顕著となり、より簡便に短時間で充
填が可能である。その後、直接接合基板表面から紫外線照射する。それにより、充填され
た紫外線硬化樹脂４７は硬化し、導波基板４１およびベース基板４２との間で強い接着力
を得ることができる。その後、この光学素子を、例えば、リッジ加工して光導波路型とし
てもよい。また、その他、用途に合わせて加工もしくはそのまま使用する。
【０１４９】
さらに、実施の形態４の光学素子は、機械加工時に紫外線硬化樹脂４７が緩衝材となり基
板にかかる負荷を分散・低減する効果もある。それにより、例えば導波基板４１を研磨し
て薄板化する際等も基板破損や直接接合部分の剥離が生じる可能性が低い。
【０１５０】
また、実施の形態４の光学素子を、例えば光導波路型の光学素子とする場合に、非接合領
域４４に充填されている材料があるため、ギャップに異物が侵入して導波基板４１に接す
ることがなく、導波特性が劣化することがない。
【０１５１】
なお、実施の形態４の光学素子において、別の構成例を図１２に示している。図１２に示
すように、導波基板４１およびベース基板４２は、さらに薄膜層４５を介して接合される
ようにしてもよい。薄膜は高精度で均一な膜厚制御が可能であり、特に薄膜として誘電体
を用いると、材料の選択により様々な屈折率や吸収係数が実現可能となる。
【０１５２】
図１２に示す光学素子の製造方法は、図１１に示す光学素子の製造方法と同様に、非接合
領域４４が形成されたベース基板４２と導波基板４１とを接合する。ここで、導波基板４
１には、例えば、実施の形態１および２で示した光学素子の薄膜層４を形成するのと同様
の方法で、あらかじめ薄膜層４５を形成しておく。なお、薄膜層４５は、導波基板４１お
よびベース基板４２よりも屈折率が小さいものが望ましく、例えば、Ｔａ2Ｏ5を主成分と
する単層膜とする。
【０１５３】
非接合領域４４を有するベース基板４２と薄膜層４５を有する導波基板４１とを、薄膜層
４５とベース基板４２の非接合領域４４の形成された側とを直接接合する。その後、非接
合領域４４に、紫外線硬化樹脂４７を充填する。さらに、直接接合基板表面から紫外線照
射することにより、充填された紫外線硬化樹脂４７は硬化させる。
【０１５４】
また、実施の形態４の光学素子において、さらに別の構成例を図１３に示している。図１
３に示すように、ベース基板４２上に薄膜層４５および非接合領域４４が同じ層に、選択
的に形成されていて、さらに、その上に導波基板４１が形成されている構成としてもよい
。上記構成は、導波基板４１またはベース基板４２に、スパッタ等を用いて薄膜層４５を
形成し、フォトリソグラフィーおよびドライエッチングを用いてパターニングして、薄膜
層４５を一部除去することにより得られる。薄膜層４５が除去された箇所が非接合領域４
４になる。導波基板４１およびベース基板４２とを直接接合してから、非接合領域４４に
紫外線硬化樹脂４７を充填する。
【０１５５】
以上のように、薄膜層４５を介して、導波基板４１およびベース基板４２とを接合した場
合でも、薄膜層４５を一部除去することにより、非接合領域４４を設けて紫外線硬化樹脂
４７を充填して硬化することで、接合強度を高くすることができる。
【０１５６】
なお、非接合領域４４に充填する材料を紫外線硬化樹脂としたが、これに限定されるもの



(23) JP 4174377 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

ではない。
【０１５７】
（実施の形態５）
本発明の実施の形態５に係る光学素子について、図を用いて説明する。図１４（ａ）～図
１４（ｄ）は、実施の形態５の光学素子を製造工程順に示した正面図である。実施の形態
５の光学素子は、実施の形態３の光学素子の非接合領域に誘電体層が形成された構成であ
る。
【０１５８】
図１４（ｄ）が光学素子が完成した状態の正面図である。図１４（ｄ）において、Ｘカッ
トのＭｇＯ：ＬＮ結晶基板である導波基板５１と、ＸカットのＬＮ結晶基板であるベース
基板５２とが接合されて構成されている。ベース基板５２にの、凹状に加工された領域に
は誘電体層５５が形成されている。誘電体層５５は、例えば、Ｔａ2Ｏ5を主成分とする単
層膜とする。
【０１５９】
実施の形態５の光学素子の製造方法について説明する。まず図１４（ａ）に示すようにベ
ース基板５２に非接合領域５４を形成する。次に、図１４（ｂ）に示すようにベース基板
５２の表面に薄膜層５５をスパッタにより堆積する。ベース基板５２に薄膜層５５が形成
されるため、例えばこの状態で、直接接合しても接合強度は小さく、機械加工に対する薄
膜強度は不十分である。そこで図１４（ｃ）に示すように、非接合領域５４にのみ薄膜層
５５が堆積されている状態にする。具体的には、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａ
ｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）装置を用いて、非接合領域５４以外の薄膜層５５を研
磨により除去し、薄膜層５５を含むベース基板５２表面を平坦化する。なお、ＣＭＰ装置
は非常に高精度な研磨装置であり、サブミクロン以下の研磨量絶対値制御と、数１０ｎｍ
以下の精度で研磨面平坦度を実現できるものとして知られている。
【０１６０】
非接合領域５４の深さを１００ｎｍ～３００ｎｍとし、堆積した薄膜層５５の厚みは１５
０ｎｍ～３５０ｎｍとする。またＣＭＰ処理はベース基板５２の主面が５０ｎｍ程度削ら
れるように制御する。これにより、ベース基板５２の表面が完全に露出し、かつ、薄膜層
５５の表面とベース基板５２の表面が平坦化する。なお、非接合領域５４の深さ以上に、
薄膜層５５を堆積することで、ＣＭＰ処理により、薄膜層５５の表面とベース基板５２の
表面が平坦化させることができる。ＣＭＰ装置では研磨の進行と同時に研磨面において鏡
面研磨を施すことが可能であるため、別途直接接合のための鏡面研磨を行う必要が無いと
いう効果もある。
【０１６１】
図１４（ｄ）に示すようにベース基板５２と導波基板５１との結晶軸方向をあわせてベー
ス基板５２の非接合領域５５を形成した主面および導波基板５１の主面とを接触させ、わ
ずかに加圧することにより密着状態を形成し加熱処理により直接接合した。ＣＭＰ装置に
より研磨処理したベース基板５２は導波基板５１との直接接合において、通常の基板どう
しの直接接合を行った際とほぼ同等の密着状態および直接接合状態を実現することができ
る。
【０１６２】
このようにして得られた接合基板においても、直接接合による高い基板張り合わせ精度が
得られたことにより、実施の形態１のように薄膜層とベース基板のみが直接接合されてい
るものに比べて、ベース基板５２と導波基板５１との直接接合状態を有することによる耐
機械加工性の大幅な向上と、誘電体薄膜を有することによる光学素子の高機能化（低ロス
化、機能デバイス化）を同時に実現することができる。
【０１６３】
なお、薄膜層５５は、非接合領域５４の一部分に形成されているだけでもよい。例えば、
図１５（ａ）、（ｂ）に示しているように、光導波路５３が形成された光学素子において
、薄膜層５５が、導波基板５１に形成され、光導波路５３の鉛直方向への投影面には少な
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くとも形成されていればよい。この構成であれば、導波光は十分に導波路に閉じ込められ
る。これにより、薄膜層５５の体積を減らすことができるので、コストダウンが可能とな
る。
【０１６４】
図１５（ａ）、（ｂ）に示している光導波路の製造方法について説明する。まず、導波基
板５１の、光導波路５３が形成される面の反対面に、薄膜層５５を形成する。次に、フォ
トリソグラフィー、ドライエッチングにより、薄膜層５５をパターニングして、少なくと
も光導波路５３の真下に薄膜層５５が形成されるようにする。最後に、導波基板５１とベ
ース基板５２とを直接接合する。これにより、研磨処理なく、光学素子を製造することが
できる。なお、非接合領域５４内の、空間５４ａに、樹脂等を充填してもよい。それによ
り、接合面の強度が高くなる。
【０１６５】
（実施の形態６）
本発明の実施の形態６の光学素子について、図面を用いて説明する。実施の形態６の光学
素子は、光学研磨された複数の基板を積層し、例えば各基板どうしは、直接接合によりそ
れぞれ接合されている。さらに、各基板に周期的に非接合領域が形成されている光学素子
である。
【０１６６】
図１６は、本発明の実施の形態６の光学素子の斜視図を示している。実施の形態６の光学
素子は、非接合領域を有した基板に他の基板を直接接合し、その直接接合された基板を薄
板化し、非接合領域を形成することを繰り返すことにより積層構造を形成した光学素子で
ある。ベース基板６２ａは、平行に等間隔で形成された溝である非接合領域６４ａを有す
る。ベース基板６２ａの上には、非接合領域６４ａと直交するように、複数の棒状の基板
６２ｂが平行に等間隔で形成されている。各棒状の基板６２ｂどうしの間には、溝状の非
接合領域６４ｂが形成されている。さらに、基板６２ｂの上に、非接合領域６４ｂと直交
するように、複数の棒状の基板６２ｃが平行に等間隔で形成されている。各棒状の基板６
２ｃどうしの間には、溝状の非接合領域６４ｃが形成されている。
【０１６７】
実施の形態６の光学素子の製造方法について説明する。具体的には、まずＬＮ結晶基板で
あるベース基板６２ａに、例えば、Ｃｒスパッタ膜をエッチングマスクとするドライエッ
チングを用いて、非接合領域６４ａを形成する。Ｃｒのパターニングの後、Ｃｒをエッチ
ングマスクとしてベース基板６２ａにドライエッチングを施し、深さ３μｍのストライプ
状のエッチング溝（非接合領域）を等間隔に形成する。なお、フォトリソグラフィーによ
るパターニングでは、任意の形状を高精度にパターニングすることが可能である。例えば
、周期状の多角形のパターンで非接合領域を形成することもできる。具体的には、図１７
に示すような光学素子を形成できる。つまり、周期状に六角形のエッチング溝（非接合領
域６４ｄ、６４ｅ）を有する基板６２ｄ、６２ｅどうしを、六角形の周期が半周期ずれる
ように接合された光学素子を形成することもできる。
【０１６８】
一方、上述と同様にして、ＬＮ結晶基板である基板６２ｂの一方の主面に３μｍのエッチ
ング溝である非接合領域６４ｂを形成する。なお、基板６２ｂのエッチング溝の方向は、
ベース基板６２ａおよび基板６２ｂの各エッチング溝の方向がそれぞれ直交するように、
ベース基板６２ａと基板６２ｂとを接合することを考慮して決定する。その後、マスクと
して用いたＣｒをウェットエッチングにより除去し、直接接合面であるベース基板６２ａ
の非接合領域６４ａを形成した主面と、基板６２ｂの非接合領域６４ｂを形成した主面と
を親水性処理した。その後、ベース基板６２ａと基板６２ｂの結晶軸方向を合わせてベー
ス基板６２ａの非接合領域６４ａを含む主面と基板６２ｂの非接合領域６４ｂを含む主面
と主面とを接触させ、ベース基板６２ａと基板６２ｂの密着状態を形成する。さらに、こ
の密着基板を熱処理することにより、ベース基板６２ａと基板６２ｂとを直接接合し、直
接接合基板を得ることができる。
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【０１６９】
このようにして得られた直接接合基板において、基板６２ｂの表面研磨・薄板化を行い基
板６２ｂの厚みを２．５μｍにまで薄くする。それにより、基板６２ｂは一枚の基板では
なく、複数の棒状の基板となる。さらに上記と同様の手法により、エッチング溝による非
接合領域６４ｃを形成した基板６２ｃを、非接合領域６４ｂと非接合領域６４ｃとが直交
するように、複数の棒状の基板６２ｂと直接接合し、表面研磨・薄板化する。そして、こ
の作業を繰り返して、基板を積層していく。つまり、基板に非接合領域を形成し、非接合
領域を設けた基板の非接合領域側を接合基板に向けて直接接合し、直接接合した基板を研
磨により薄板化して複数の棒状基板とする。
【０１７０】
以上の工程で、周期状積層構造を有する結晶基板を形成することができる。これはフォト
ニック結晶と呼ばれ、周期的に屈折率が変化している構成を有し、光波を制御することが
できる媒質である。フォトニック結晶は、光波に対してバンド構造を持つという特性を有
しており、特有の光導波制御を実現し得るとして注目されている。一般にフォトニック結
晶の作製は電子ビーム露光によって行われ、直径は数１００ｎｍ～数１００μｍ程度の空
孔を結晶中に周期状に配置形成することにより得られる。そのため、フォトニック結晶の
作製は、緻密な加工が必要となるため、非常に難しいとされてきた。
【０１７１】
実施の形態６の光学素子の製造方法では、ドライエッチングによる非接合領域の形成によ
り、周期状の非接合領域を形成することができる。また、非接合領域の大きさおよび形成
間隔あるいは基板の厚み方向深さは、サブミクロンオーダーから数１０μｍのものが作製
可能である。したがって、実施の形態６の光学素子の製造方法を用いて、フォトニック結
晶を作製することもできる。また一般的にフォトニック結晶は組成や結晶構造を厳密に制
御する必要のある多結晶材料によって形成されるが、実施の形態６によれば、構造は均質
な単結晶材料で作製することもできるという効果も奏する。
【０１７２】
なお、実施の形態で具体的に示した、光学素子を構成する材料やその構造は、あくまでも
一例であり、本発明はこれらの具体例のみに限定されるものではない。また、基板を接合
する方法も、直接接合に限定されるわけではない。
【０１７３】
【発明の効果】
本発明によれば、容易に作製することができる上、用いる基板の選択性が高い、基板を接
合させた構成の光学素子およびその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係る光学素子の構成を示す斜視図
【図２】　スパッタ膜の原子間力顕微鏡による表面粗さの測定結果を示す図であり、図２
（ａ）はＴａ酸化物スパッタ膜の表面粗さの測定結果を示す図で、図２（ｂ）はＳｉＯ2

スパッタ膜の表面粗さの測定結果を示す図
【図３】　本発明の実施の形態１に係る光学素子の他の構成を示す斜視図
【図４】　図３の光学素子の第三角法による正投影図
【図５】　本発明の実施の形態２に係る光学素子の構成を示す斜視図
【図６】　薄膜層の各表面における反射光についての説明図
【図７】　薄膜層の厚みＴに対する光反射率Ｒの関係を示す特性図
【図８】　本発明の実施の形態３に係る光学素子の構造を示す斜視図
【図９】　実施の形態３の光学素子の非接合領域の配置位置を示すための図であって、三
角法による正投影図
【図１０】　本発明の実施の形態３に係る光学素子の他の構成を示す斜視図
【図１１】　本発明の実施の形態４に係る光学素子の構成を示す斜視図
【図１２】　本発明の実施の形態４に係る光学素子の他の構成を示す斜視図
【図１３】　本発明の実施の形態４に係る光学素子のさらに他の構成を示す斜視図
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【図１４】　本発明の実施の形態５に係る光学素子を製造工程順に示した正面図
【図１５】　本発明の実施の形態５に係る他の光学素子の構成を示す図であって、図１５
（ａ）は光学素子の斜視図で、図１５（ｂ）は光学素子の正面図
【図１６】　本発明の実施の形態６に係る光学素子の構成を示す斜視図
【図１７】　本発明の実施の形態６に係る他の光学素子の構成を示す斜視図
【符号の説明】
１、２１、３１、４１、５１　導波基板
２、２２、３２、４２、５２、６２ａ　ベース基板
３、２３、３３、５３　光導波路
３ａ　入射端
４、４５　薄膜層
５　金属層
５ａ、５ｂ　金属除去箇所
６、５５　誘電体層
８、９　反射光
２４、３４、４４、５４、６４ａ、６４ｂ、６４ｃ、６４ｄ、６４ｅ　非接合領域
２５　接合面
４７　紫外線硬化樹脂
５４ａ　空間
６２ｂ、６２ｃ、６２ｄ、６２ｅ　基板
ｄ　奥行
Ｔ　膜厚

【図１】

【図２】

【図３】



(27) JP 4174377 B2 2008.10.29

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(28) JP 4174377 B2 2008.10.29

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(29) JP 4174377 B2 2008.10.29

【図１６】

【図１７】



(30) JP 4174377 B2 2008.10.29

10

フロントページの続き

    審査官  和田　将彦

(56)参考文献  特開２００２－２５０９４９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１７７２６３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－２８９３４７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３４９０１９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02B   6/122
              G02B   6/12
              G02B   6/13
              IEEE
              JSTPlus(JDreamII)
              JST7580(JDreamII)
              CiNii


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

